
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
＝
一
ニ

ル

タ
あ
抵
抗
慧
想
に
お
け
る
　
　
馨
雑
羅
恥
馨
．
匙
．
鍵
靭
鹸
強
辱

　
服
従
の問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
者
が
信
仰
と
愛
と
に
よ
っ
て
、
相
関
的
に
関
わ
る
用
法
で
あ
ゑ
ル
タ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　早
乙

女

禮

子

　
　ー
に
と
っ
て
信
仰
と
愛
の
相
関
関
係
は
最
も
重
要
な
も
の
と
思
惟
さ
れ
る
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
キ
リ
ス
ト
者
は
神
の
こ
と
ば
を
聴
ぎ
、
聴
い
た
こ
と
に
応
管
す
る
自
由
　
　
　
前
述
の
ご
と
く
ル
タ
ー
に
と
っ
て
信
仰
と
服
従
が
福
音
弁
証
法
的
、
相

と
責
任
を
有
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
関
的
関
係
で
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
事
態
か
ら
服
従
と
抵
抗
も
表
裏
一
体
で

　こ
の
こ
と
は
な
に
よ
り
も
ま
ず
信
仰
と
服
従
と
の
関
連
で
捉
え
ら
れ
る
　
　
あ
る
こ
と
が
看
取
さ
れ
得
る
。

こ
と
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
信
仰
に
お
い
て
服
従
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
　
　
　
　
と
く
に
こ
の
事
態
を
ル
タ
ー
は
『
キ
リ
ス
ト
者
の
自
由
』
　
（
＜
o
ロ
山
霞

信仰
に
服
従
す
る
こ
と
、
そ
の
際
服
従
は
信
仰
と
一
致
し
て
い
る
の
で
は
　
　
　
男
H
①
子
9
け
。
ぎ
霧
O
げ
剛
ω
8
ロ
目
o
昌
器
げ
魯
゜
旨
b
。
O
”
白
跨
S
。
。
1
ω
。
。
°
O
ド
目
”

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

なく
て
、
服
従
は
信
仰
に
お
い
て
支
え
ら
れ
、
か
つ
信
仰
は
服
従
に
お
い
　
　
　
目
l
b
。
刈
）
の
最
終
節
で
、
キ
リ
ス
ト
者
の
存
在
と
当
為
を
、
福
音
弁
証
法
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

て

確証
さ
れ
る
（
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
1
・
5
、
6
・
1
7
）
こ
と
を
意
味
　
　
　
に
論
証
し
て
い
る
。

す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
信
仰
に
よ
り
神
か
ら
自
由
を
授
与
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
者
は
、
も
は
や

　さ
て
、
ル
タ
ー
は
服
従
概
念
を
信
仰
と
愛
（
信
仰
義
認
）
か
ら
律
法
と
　
　
　
「
自
己
の
た
め
に
生
き
る
の
で
は
な
く
、
キ
リ
ス
ト
者
と
隣
人
と
に
お
い

福音
に
関
連
づ
け
、
す
な
わ
ち
弾
劾
す
る
性
質
を
も
つ
律
法
と
、
赦
し
、
　
　
　
て
、
す
な
わ
ち
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
は
信
仰
を
と
お
し
て
、
隣
人
に
お
い

救う
性
質
を
も
つ
福
音
の
区
別
と
統
一
を
論
じ
て
い
る
。
か
つ
能
動
的
義
　
　
　
て
は
愛
を
と
お
し
て
生
き
る
」
（
零
転
”
ω
。
。
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
な

と
受
動
的
義
の
そ
れ
と
し
て
も
論
じ
て
い
る
。
因
み
に
能
動
的
義
は
律
法
　
　
　
　
こ
こ
で
は
ル
タ
ー
思
想
の
根
本
概
念
で
あ
る
、
キ
リ
ス
ト
者
の
自
由

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

の第
一
用
法
（
市
民
的
用
法
）
と
呼
ば
れ
、
政
治
的
な
義
、
儀
式
的
な
義
、
　
　
　
（
内
的
自
由
と
外
的
自
由
（
奉
仕
）
を
根
拠
と
し
て
、
ル
タ
ー
の
関
連
著

十戒
の
義
も
そ
の
範
躊
に
数
え
ら
れ
る
。
受
動
的
義
は
律
法
の
第
二
用
法
　
　
作
に
依
拠
し
つ
つ
、
抵
抗
事
例
を
服
従
の
視
点
か
ら
検
討
し
た
い
と
思
う
。

（神
学
的
用
法
）
と
呼
ば
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
的
義
、
信
仰
の
義
、
神
の
義
　
　
　
　
　
　
一

を

意味
し
、
信
仰
に
ょ
り
、
神
が
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
ょ
っ
て
与
え
給
　
　
　
　
ル
タ
ー
は
キ
リ
ス
ト
者
の
存
在
お
よ
び
当
為
の
倫
理
規
範
を
つ
ね
に
信

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

い
、
か
つ
キ
リ
ス
ト
者
が
受
け
入
れ
る
義
で
あ
る
。
さ
ら
に
ル
タ
ー
に
は
　
　
仰
に
ょ
る
神
へ
の
服
従
と
愛
に
ょ
る
隣
人
へ
の
奉
仕
（
わ
ざ
、
行
為
）
と



に
、
ま
た
魂
は
霊
的
、
内
的
自
由
（
神
関
係
）
と
身
体
的
、
肉
的
、
外
的
　
　
　
拠
に
し
て
、
国
家
的
権
威
（
外
的
統
治
n
外
的
自
由
）
の
信
仰
領
域
（
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

自
由
（
隣
人
、
こ
の
世
関
係
）
と
の
区
別
と
同
時
に
福
音
弁
証
法
的
、
統
　
　
　
的
統
治
ー
内
的
自
由
）
へ
の
介
入
を
許
さ
ず
、
正
し
い
良
心
に
基
き
、
新

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

一的
に
関
わ
る
と
い
う
仕
方
で
定
義
づ
け
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
い
服
従
と
い
う
、
最
も
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
内
的
、
霊
的
、
受
動
的
抵
抗
を

　
こ

の
キ
リ
ス
ト
教
的
人
間
観
の
根
拠
づ
け
が
国
家
的
権
威
に
も
適
用
さ
　
　
　
要
請
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

れ
て

い
る
と
思
惟
さ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ル
タ
ー
も
こ
の
事
態
を
マ
タ
イ
2
2
・
2
1
で
、
　
「
イ
エ
ス
御
自
身
も
「
カ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　と
り
わ
け
国
家
的
権
威
の
根
拠
づ
け
は
『
こ
の
世
の
権
威
に
つ
い
て
』
　
　
　
イ
ザ
ル
の
も
の
は
カ
イ
ザ
ル
に
、
神
の
も
の
は
神
に
返
し
な
さ
い
」
と
要

（『

俗
権論
』
）
（
＜
o
昌
≦
。
匡
凶
。
げ
霞
O
げ
二
〇
q
落
凶
計
註
。
類
。
搾
目
器
団
ず
吋
　
　
約
し
て
い
る
L
（
≦
諺
H
ど
b
。
①
①
）
と
指
摘
し
て
い
る
。

O
。
げ
自
旨
日
ω
。
げ
巳
象
α
q
ω
。
団
》
H
α
b
。
。
。
”
窯
跨
H
ど
b
。
蔭
㎝
l
b
。
。
。
ρ
〇
一
目
”
。
。
①
O
ー
　
　
　
　
こ
の
イ
エ
ス
の
回
答
は
、
「
他
人
の
所
有
物
は
そ
の
人
に
返
し
な
さ
い
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

ω詮
）
の
中
で
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
い
う
の
が
そ
の
根
本
主
旨
で
あ
る
。

　ま
ず
国
家
的
権
威
の
基
礎
原
理
と
し
て
、
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
1
3
・
1
　
　
　
　
こ
の
字
義
的
意
味
は
キ
リ
ス
ト
者
の
存
在
と
当
為
の
指
標
と
し
て
律
法

以
下
、
ペ
テ
ロ
の
第
一
の
手
紙
2
・
1
3
以
下
、
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
5
　
　
　
の
統
治
す
る
国
家
領
域
と
福
音
の
統
治
す
る
霊
的
領
域
の
区
分
と
同
時
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

・

3
8以下
、
使
徒
行
伝
5
・
2
9
を
根
拠
に
し
て
神
権
措
定
の
国
家
的
権
威
　
　
　
統
一
的
な
関
わ
り
方
を
示
唆
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
キ
リ
ス
ト
者
は
信
仰

の

秩序
づ
け
と
そ
の
限
界
を
明
確
に
し
た
（
≦
諺
　
H
H
匂
b
o
献
刈
）
。
そ
れ
と
同
　
　
　
に
お
い
て
神
に
服
従
す
る
と
同
時
に
愛
を
と
お
し
て
隣
人
に
、
国
家
領
域

時
に
信
仰
に
ょ
る
国
家
的
権
威
へ
の
服
従
を
義
務
づ
け
、
抵
抗
権
の
否
定
　
　
　
に
服
従
す
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
ル
タ
ー
の
思
惟
は
愛
に
よ
っ
て
働
く
信

を勧
め
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
仰
ー
愛
を
形
成
す
る
信
仰
（
⇔
匹
ω
ω
h
O
H
目
P
餌
昌
o
o
　
O
勢
同
即
件
P
け
①
d
P
）
で
あ
り
、
キ

　
すな
わ
ち
国
家
的
権
威
へ
の
不
服
従
と
抵
抗
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
神
　
　
　
リ
ス
ト
者
の
存
在
と
当
為
は
信
仰
と
愛
と
に
区
分
さ
れ
る
と
同
時
に
、
信

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

御
自
身
に
対
す
る
不
服
従
と
抵
抗
を
意
味
す
る
こ
と
を
ル
タ
ー
は
強
調
し
　
　
　
仰
に
お
い
て
全
体
と
し
て
統
一
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

た
の

であ
る
。
こ
れ
ら
の
根
拠
か
ら
キ
リ
ス
ト
者
は
国
家
的
権
威
へ
の
服
　
　
　
　
た
だ
し
キ
リ
ス
ト
者
は
個
々
の
具
体
的
状
況
に
お
い
て
何
が
国
家
領
域

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

従
義務
が
要
請
さ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
属
す
る
か
、
何
処
に
国
家
領
域
の
限
界
が
あ
る
か
、
自
ら
を
神
の
前
に

　
た
だし
キ
リ
ス
ト
者
は
福
音
侵
害
の
場
合
の
み
ペ
テ
ロ
（
使
徒
行
伝
5
　
　
　
（
8
母
日
U
。
o
）
置
き
、
諾
否
を
決
断
し
、
そ
の
事
態
に
対
し
、
信
仰
に

・

2
9
）
の
「
人
間
に
よ
り
も
神
に
従
う
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
聖
句
を
根
　
　
　
お
け
る
自
由
と
責
任
に
お
い
て
服
従
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

＝
一
三



＝
一
四

　
ル
タ
ー
の
こ
の
、
福
音
弁
証
法
的
思
惟
形
成
の
契
機
と
な
っ
た
の
は
、
　
　
　
　
ル
タ
ー
は
戦
争
は
次
の
三
種
類
の
人
た
ち
に
関
し
て
起
こ
り
う
る
と
い

ルタ
ー
と
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
な
ら
び
に
熱
狂
主
義
者
等
の
対
立
　
　
　
う
（
妻
跨
芦
b
。
§
H
P
O
認
）
。

であ
っ
た
。
す
な
わ
ち
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
体
系
　
　
　
そ
の
一
は
同
等
権
威
（
同
等
の
人
た
ち
）
同
志
が
戦
う
場
合
、
そ
の
二

を

援
用し
て
「
自
然
」
に
対
す
る
「
超
自
然
」
の
優
位
の
理
論
を
教
会
と
　
　
　
は
上
位
権
威
（
上
に
立
つ
も
の
）
が
下
位
権
威
（
下
の
も
の
）
に
対
し
て

国
家
と
の
関
係
に
も
適
用
し
た
。
そ
の
事
態
に
対
し
、
ル
タ
ー
は
神
と
神
　
　
戦
う
場
合
、
そ
の
三
は
下
位
権
威
が
上
位
権
威
に
対
し
て
戦
う
場
合
で
あ

の
こ
と
ば
に
信
頼
し
て
、
カ
と
リ
ッ
ク
教
会
に
お
け
る
霊
的
職
務
と
こ
の
　
　
　
る
。

世
的
職
務と
の
混
同
は
唆
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
厳
し
く
強
調
し
た
。
　
　
　
　
　
　
三

ま
た
熱
狂
主
義
者
は
、
聖
書
、
と
く
に
山
上
の
垂
訓
を
根
拠
に
し
て
、
キ
　
　
　
第
一
に
、
そ
の
三
の
事
例
、
下
位
権
威
が
上
位
権
威
に
対
し
て
戦
う
場

リ
ス
ト
者
に
は
こ
の
世
的
統
治
は
不
必
要
で
あ
る
等
と
無
政
府
主
義
的
主
　
　
合
を
取
り
あ
げ
る
。

　
　
　
　
　
　
（
9
）

張
を

行な
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
と
い
う
の
が
一
般
的
認
識
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
『
俗
権
論
』
で
は
下
位
権
威
は
抵
抗
問
題
に
遭
遇
し
て
も
、
上
位
権
威

　
　　
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
対
し
て
信
仰
に
お
い
て
福
音
の
告
自
を
も
っ
て
事
を
処
す
べ
き
こ
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
一
、
に
述
べ
た
理
論
は
国
家
的
権
威
に
対
す
る
ル
タ
ー
の
そ
れ
で
あ
る
　
　
上
位
権
威
が
そ
れ
を
受
容
し
な
い
と
き
は
、
忍
従
す
べ
き
で
あ
る
、
と
言

が
、
抵
抗
権
思
想
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
事
例
は
大
別
し
て
三
つ
に
分
類
す
　
　
　
う
。

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
惟
さ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
軍
人
論
』
で
は
下
位
権
威
は
上
位
権
威
に
抵
抗
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
こ
の
事
例
は
『
軍
人
も
ま
た
救
わ
れ
る
か
』
（
『
軍
人
論
』
）
（
O
げ
国
ユ
。
・
　
　
…
主
権
に
服
従
、
栄
誉
、
畏
敬
を
捧
げ
る
の
は
神
の
戒
め
（
ロ
ー
マ
ー
3
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

σ
q
自
・
♂
ロ
8
9
口
筈
巨
器
目
σ
q
。
口
ω
叶
鎖
民
o
器
ぼ
犀
α
き
①
戸
H
詔
9
白
諺
H
P
　
　
1
）
で
あ
り
、
人
間
も
受
容
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
、
と
ル
タ
ー
は
指
摘

①b
。
ω占
①
b
。
”
9
目
”
。
。
嵩
－
ω
臼
）
は
農
民
戦
争
に
参
加
し
た
将
軍
ア
ッ
サ
・
　
　
　
す
る
。

フ

ォ

ン
・

ク
ラ
ム
閣
下
か
ら
の
、
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
戦
争
す
る
こ
と
の
　
　
　
　
し
か
し
個
々
の
具
体
的
状
況
に
お
い
て
主
権
の
服
従
に
際
し
て
逡
巡
す

可否
の
回
答
を
求
め
ら
れ
た
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
と
き
は
、
法
の
正
義
の
中
心
概
念
で
あ
る
衡
平
（
晋
鼠
奇
§
為
＄
巳
鼠
9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　こ
の
事
例
は
す
で
に
『
俗
権
論
』
の
中
で
す
で
に
簡
潔
に
論
じ
ら
れ
て
　
　
げ
筥
げ
げ
犀
風
け
）
に
従
い
、
行
動
す
べ
き
で
あ
る
、
と
ル
タ
ー
は
教
え
て
い

いる
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
。



　
『

俗
権論
』
で
は
ま
だ
衡
平
と
い
う
概
念
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
が
、
　
　
　
　
国
家
的
権
威
に
服
従
す
る
こ
と
は
、
神
へ
の
信
仰
（
内
的
自
由
）
に
基

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

諸侯
の
存
在
お
よ
び
当
為
と
し
て
、
自
由
な
理
性
（
信
仰
に
照
ら
さ
れ
た
　
　
　
き
、
愛
の
わ
ざ
（
外
的
自
由
）
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

理性
）
と
と
ら
わ
れ
な
い
分
別
（
自
然
法
、
黄
金
律
等
）
と
を
も
っ
て
相
　
　
　
　
さ
ら
に
国
家
的
権
威
が
福
音
侵
害
を
続
行
す
る
と
き
は
、
抵
抗
す
べ
き

対す
べ
き
で
あ
る
（
窯
諺
H
H
b
刈
。
。
）
と
い
う
言
表
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
　
　
　
で
は
な
く
、
忍
従
す
べ
き
で
あ
り
、
あ
る
い
は
移
動
す
べ
き
で
あ
る
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

よ
う
に
思
惟
さ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
こ
と
（
≦
諺
H
⑩
り
①
G
Q
ら
）
で
あ
る
。

　
そ
こ

で
主権
（
上
位
権
威
）
が
福
音
を
受
容
し
な
い
場
合
は
別
の
侯
国
　
　
　
福
音
侵
害
は
こ
の
世
の
常
で
あ
る
。
し
か
し
キ
リ
ス
ト
者
の
内
的
自
由

へ
行き
な
さ
い
。
キ
リ
ス
ト
も
「
一
つ
の
町
で
迫
害
さ
れ
た
ら
他
の
町
へ
　
　
　
で
あ
る
魂
や
良
心
ま
で
侵
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

逃げ
る
べ
き
で
あ
る
。
」
と
言
っ
て
お
ら
れ
る
（
ノ
網
㌧
r
H
り
矯
①
こ
Q
偽
）
と
指
摘
　
　
　
P
・
ア
ル
ト
ハ
ゥ
ス
も
、
　
「
国
家
的
権
威
の
命
令
権
と
強
制
の
限
界
は

し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
臣
下
の
服
従
の
限
界
を
も
意
味
す
る
。
例
え
ば
福
音
の
真
理
を
否
定
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
そ
の

根
拠と
理
由
と
し
て
「
復
讐
は
わ
た
し
の
す
る
こ
と
で
あ
る
。
わ
　
　
　
か
つ
そ
れ
と
戦
い
、
侵
犯
し
、
強
制
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、
国
家
的
権
威

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
1
）

たし
自
身
が
報
復
す
る
」
　
（
ロ
ー
マ
ー
2
・
1
9
、
　
申
命
3
2
・
3
5
）
、
　
「
人
を
　
　
　
に
対
す
る
服
従
は
使
徒
行
伝
5
・
2
9
に
ょ
り
、
そ
の
結
末
を
も
つ
」
、
　
と

さ
ば
く
な
L
　
（
マ
タ
イ
7
・
1
）
、
　
「
民
の
司
を
呪
っ
て
は
な
ら
な
い
」
　
　
　
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
神
と
神
の
こ
と
ば
に
従
い
、
国
家
的
権
威
に
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

（出
エ
ジ
プ
ト
2
2
・
2
8
、
使
徒
2
3
・
5
）
（
≦
諺
H
P
①
。
。
①
）
を
挙
げ
て
’
い
　
　
　
す
る
新
し
い
服
従
（
内
的
自
由
）
を
勧
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
律
学
的
に
は
抵
抗
権
の
否
定
、
受
動
的
抵
抗
と
い
う
図
式
が
顕
現
す

　
すな
わ
ち
下
位
権
威
（
臣
下
、
民
）
が
上
位
権
威
（
主
権
者
）
に
抵
抗
　
　
　
る
。

す
る
こ
と
は
、
神
権
措
定
の
国
家
的
権
威
に
抵
抗
す
る
と
同
時
に
神
へ
の
　
　
　
　
　
　
四

抵
抗と
な
る
と
い
う
こ
と
、
こ
の
こ
と
は
裁
判
と
復
讐
を
司
る
神
と
国
家
　
　
　
第
二
に
、
そ
の
一
の
事
例
、
同
等
権
威
（
同
等
の
人
た
ち
）
同
志
が
戦

的
権威
を
侵
犯
す
る
の
み
な
ら
ず
、
す
べ
て
の
自
然
法
と
衡
平
に
も
反
す
　
　
　
う
場
合
を
取
り
あ
げ
る
。

（
1
3
）

る
と
い
う
こ
と
。
つ
ま
り
両
親
に
感
謝
と
尊
敬
へ
の
祈
り
を
も
つ
こ
と
と
　
　
　
　
『
俗
権
論
』
で
は
、
同
等
権
威
同
志
（
あ
る
い
は
対
下
位
権
威
、
対
外

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、

同
様
、
臣
下
は
主
権
者
に
従
順
に
服
従
す
べ
き
で
あ
る
、
と
ル
タ
ー
は
教
　
　
国
の
支
配
者
）
で
あ
れ
ば
、
相
手
に
正
義
と
平
和
を
申
し
出
る
こ
と
。
相

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

示し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
手
の
同
意
が
得
ら
れ
な
け
れ
ば
、
力
に
は
力
を
も
っ
て
防
衛
し
な
さ
い
。

＝
一
五



＝
一
六

し

かし
そ
の
際
、
自
分
の
こ
と
、
自
分
の
地
位
保
全
を
顧
慮
せ
ず
、
領
民
　
　
　
領
主
、
諸
侯
で
あ
ろ
う
。

の

保護
、
平
和
の
み
を
考
え
、
愛
の
わ
ざ
を
行
な
い
な
さ
い
。
す
な
わ
ち
　
　
　
ま
ず
キ
リ
ス
ト
者
は
信
仰
に
お
い
て
自
分
自
身
の
た
め
の
人
間
で
あ
り
、

全
土
が

危険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
の
で
、
す
べ
て
が
減
亡
し
て
し
ま
わ
な
　
　
　
他
者
の
た
め
に
神
を
信
仰
す
る
の
で
は
な
く
、
自
分
自
身
の
た
め
に
信
仰

いよ
う
に
、
神
が
加
護
し
よ
う
と
し
て
お
ら
れ
る
か
ど
う
か
、
敢
え
て
防
　
　
　
す
る
。
し
か
し
領
主
、
諸
侯
は
自
分
自
身
の
た
め
の
人
間
で
は
な
く
、
他

衛
戦
争
を試
み
な
さ
い
（
d
く
諺
H
H
g
b
⊃
刈
刈
）
、
と
ル
タ
ー
は
教
示
し
て
い
る
。
　
　
　
者
に
仕
え
る
べ
き
人
間
で
あ
る
（
毒
H
P
罐
。
。
）
。
つ
ま
り
彼
等
が
「
剣

　
『

軍
人論
』
で
は
、
同
等
権
威
同
志
間
の
戦
い
は
、
一
、
止
む
を
得
ず
　
　
　
を
帯
び
る
と
い
う
こ
と
」
　
（
ロ
ー
マ
ー
3
・
4
）
の
根
拠
は
、
臣
下
を
守
り
、

　
　
　
（
1
8
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

に
する
も
の
、
二
、
神
へ
の
恐
れ
を
も
っ
て
起
こ
る
と
い
っ
た
戦
争
事
例
　
　
防
御
し
、
平
和
を
保
つ
義
務
が
あ
る
と
い
う
こ
と
（
≦
諺
　
H
㊤
層
①
蔭
c
o
）
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

でな
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
こ
と
が
彼
等
の
職
務
（
愛
の
わ
ざ
H
外
的
自
由
）
で
あ
る
と
ル
タ
ー
は

　こ
こ
で
は
前
者
の
『
俗
権
論
』
の
戦
争
事
例
も
、
後
者
の
『
軍
人
論
』
　
　
　
指
摘
す
る
。

　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

の

そ

れも
、
正
当
防
衛
も
し
く
は
緊
急
避
難
と
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
　
　
　
と
こ
ろ
で
「
戦
争
を
行
な
う
者
は
不
正
で
あ
り
、
は
じ
め
に
刀
を
抜
く

だろ
う
。
し
か
し
す
べ
て
は
神
の
審
判
に
委
ね
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
、
す
　
も
の
が
打
た
れ
、
最
後
に
は
罰
せ
ら
れ
る
」
と
い
う
こ
と
が
ル
タ
ー
の
根

な

わち
具
体
的
に
は
神
の
主
権
の
も
と
に
あ
る
国
家
的
権
威
（
と
く
に
裁
　
　
　
本
理
解
で
あ
る
。

判
機関
）
が
厳
格
な
判
断
を
下
し
、
か
つ
制
裁
を
課
す
と
い
う
こ
と
、
そ
　
　
　
　
そ
れ
故
に
「
正
し
い
戦
争
」
と
名
づ
け
ら
れ
る
よ
う
な
事
例
は
殆
ど
な

し
て
そ
の
判
決
に
服
従
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
　
　
い
と
い
う
こ
と
、
概
し
て
戦
争
は
領
主
、
諸
侯
の
利
己
的
な
動
機
、
外
国

いる
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
財
産
お
よ
び
所
有
へ
の
渇
望
、
名
誉
欲
、
侮
辱
さ
れ
た
自
尊
心
、
怒
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
p
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

　さ
ら
に
た
と
え
同
等
権
威
同
志
間
の
戦
い
で
あ
っ
て
も
、
　
「
私
の
隣
人
　
　
復
讐
心
に
起
因
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
（
≦
諺
H
P
2
。
。
h
°
）
、
し
た
が
っ

が
強制
し
て
、
私
に
戦
わ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
に
し
た
。
私
は
か
え
っ
て
　
　
　
て
戦
争
は
正
当
防
衛
、
防
衛
戦
争
（
緊
急
避
難
）
に
限
定
さ
れ
る
と
い
う

戦
争
な
し
で
す
ま
せ
た
か
っ
た
の
で
あ
る
」
と
言
い
う
る
ほ
ど
の
証
拠
と
　
　
　
こ
と
、
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
教
諸
侯
に
は
戦
争
行
為
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
と

良
心
を
持
っ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
、
戦
争
は
正
し
い
も
の
で
は
な
い
　
　
い
う
こ
と
が
言
い
う
る
。

（
≦
跨
H
P
O
ミ
｛
）
°
と
ル
タ
ー
は
言
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
戦
争
行
為
の
必
然
性
に
導
き
出
さ
れ
た
場
合
、
　
『
俗

　
こ

の

要請
を
遵
守
し
う
る
者
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
る
　
　
　
権
論
』
で
は
、
相
手
に
正
義
と
平
和
を
申
し
出
て
も
、
相
手
の
同
意
が
得



ら
れ
な
い
と
き
は
武
力
に
は
武
力
に
よ
っ
て
鎮
圧
し
て
も
よ
い
。
し
か
し
　
　
　
第
三
に
、
そ
の
二
の
事
例
、
上
位
権
威
（
主
権
者
）
が
下
位
権
威
（
臣

そ
の

際自
分
の
こ
と
、
自
己
の
地
位
保
全
を
顧
慮
せ
ず
、
領
民
の
保
護
、
　
　
　
下
、
民
）
に
対
し
て
、
正
当
に
戦
争
す
る
こ
と
が
可
能
か
、
否
か
の
事
例

平和
の
み
を
考
え
、
愛
の
わ
ざ
を
行
な
い
な
さ
い
。
全
土
が
滅
亡
し
な
い
　
　
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

よ
う
に
神
に
す
べ
て
を
委
ね
、
防
衛
戦
争
を
試
み
て
よ
い
と
い
う
こ
と
。
　
　
　
　
こ
こ
の
事
例
に
お
い
て
も
、
臣
下
は
主
権
者
に
服
従
し
な
け
れ
ば
な
ら

『

軍
人論
』
で
は
、
戦
争
の
目
的
は
民
（
臣
下
）
の
平
和
を
守
り
、
敵
を
　
　
な
い
。
さ
ら
に
神
の
こ
と
ば
を
も
っ
て
暴
君
の
不
正
す
ら
忍
従
し
な
け
れ

戦
い
に
よ
っ
て
罰
す
る
こ
と
以
外
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
領
主
、
　
　
ば
な
ら
な
い
（
≦
諺
H
。
。
植
①
。
。
。
。
”
①
認
）
、
と
い
う
こ
と
が
原
則
で
あ
る
。

諸侯
は
、
神
に
対
し
て
は
小
心
、
臆
病
、
謙
虚
さ
を
も
っ
て
、
人
間
の
義
　
　
　
　
『
俗
権
論
』
で
も
臣
下
は
身
体
も
財
産
も
か
け
て
主
権
者
に
服
従
す
る

で
は
なく
、
神
の
義
（
信
仰
の
義
）
に
従
っ
て
、
神
に
事
を
委
ね
、
そ
の
　
　
義
務
が
あ
る
（
壽
H
H
b
°
。
°
。
）
、
と
ル
タ
ー
は
指
摘
し
て
い
る
。

結果
、
謙
虚
な
神
を
恐
れ
る
心
を
も
っ
て
、
勇
敢
か
つ
大
胆
に
戦
う
べ
き
　
　
　
　
神
権
措
定
の
国
家
的
権
威
（
主
権
者
）
　
（
ロ
ー
マ
ー
3
・
1
以
下
等
）
に
、

であ
る
と
い
う
こ
と
（
芝
b
H
P
①
㎝
お
H
お
b
。
刈
G
。
）
、
そ
し
て
結
果
は
ど
う
　
　
　
す
な
わ
ち
主
権
者
に
服
従
す
る
こ
と
は
神
に
服
従
す
る
こ
と
で
あ
り
、
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し

あ
ろ
う
と
も
神
の
審
判
に
委
ね
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
ル
タ
ー
は
教
示
し
　
　
　
つ
愛
の
わ
ざ
（
外
的
自
由
）
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
ご
と
く
で
あ
る
。

て

い
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
た
が
っ
て
臣
下
（
民
）
は
抵
抗
し
た
り
、
復
讐
し
た
り
す
る
こ
と
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

　
『

俗
権論
』
の
言
表
も
、
　
『
軍
人
論
』
の
そ
れ
も
多
少
の
こ
と
ば
の
異
　
　
　
く
、
　
「
神
の
た
め
に
」
忍
従
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
審
判
は
神
の

同
は
あ
っ
て
も
、
信
仰
に
お
け
る
良
心
に
基
い
た
決
断
に
従
い
、
な
さ
れ
　
　
　
み
が
行
な
い
給
う
こ
と
、
し
た
が
っ
て
復
讐
、
報
復
は
神
の
権
限
で
あ
る
。

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

る
愛
の
わ
ざ
を
意
味
し
、
キ
リ
ス
ト
老
の
内
的
自
由
と
外
的
自
由
と
の
区
　
　
　
　
つ
ま
り
事
の
処
理
に
際
し
、
主
権
者
は
現
世
の
法
に
従
っ
て
政
治
を
行

別と
同
時
に
相
関
性
を
顕
現
さ
せ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
い
、
法
を
施
行
し
、
正
義
に
基
き
、
法
を
運
用
す
る
こ
と
、
ま
た
神
の

　
信仰
義
認
の
立
場
に
お
い
て
は
、
同
等
権
威
同
志
間
の
戦
い
か
ら
導
き
　
　
　
戒
め
に
基
い
て
正
し
い
裁
判
と
正
し
い
判
決
を
下
す
こ
と
は
衡
平
に
か
な

出
さ
れ
る
結
論
は
、
神
へ
の
信
仰
に
お
け
る
絶
対
的
服
従
が
原
則
で
あ
る
。
　
　
う
こ
と
で
あ
る
（
ノ
輯
諺
H
O
9
①
心
O
｛
）
。

　
法律
学
的
に
は
抵
抗
権
は
正
当
防
衛
、
緊
急
避
難
の
場
合
の
み
に
限
ら
　
　
　
　
し
か
し
主
権
者
の
権
限
は
現
世
の
事
柄
（
外
的
自
由
）
の
み
に
限
定
さ

れる
と
思
惟
さ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
、
良
心
、
魂
の
領
域
（
内
的
自
由
）
に
は
及
ぼ
な
い
（
≦
b
H
お
b
。
爵
）

　
　
　
五
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
理性
、
衡
平
の
領
域
の
事
柄
で
あ
っ
て
、
信
仰
の
領
域
の
事
柄
で
は
な
い

一
二
七



一
ご
八

こ
と
、
そ
し
て
す
べ
て
は
神
の
秩
序
の
も
と
に
あ
る
（
神
の
自
由
）
と
い
　
　
従
っ
て
、
人
よ
り
も
神
を
恐
れ
、
神
に
従
う
べ
き
で
あ
り
、
戦
っ
て
は
な

う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
ず
、
仕
え
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　次
に
農
民
達
が
主
権
者
へ
の
抵
抗
（
農
民
戦
争
）
と
い
う
手
段
を
用
い
　
　
　
　
っ
ま
り
臣
下
は
受
動
的
、
霊
的
抵
抗
（
新
し
い
服
従
）
と
い
う
手
段
に

た
こ
と
は
誤
謬
で
あ
る
、
と
ル
タ
ー
は
言
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
訴
え
、
国
家
的
権
威
に
魂
を
譲
渡
し
な
い
こ
と
、
法
の
領
域
で
は
正
義

　
す
な

わ
ち
キ
リ
ス
ト
者
は
不
正
な
、
暴
君
的
な
国
家
に
も
服
従
す
べ
き
　
　
　
（
衡
平
）
に
よ
っ
て
処
理
す
る
と
い
う
こ
と
、
さ
も
な
け
れ
ば
臣
下
（
民
）

こ
と
（
ノ
≧
㌧
r
　
H
O
噛
　
㊦
c
o
刈
）
、
国
家
的
権
威
に
は
暴
力
を
も
っ
て
抵
抗
す
べ
き
　
　
　
は
神
に
対
し
て
正
し
い
良
心
を
持
つ
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
、

で
は
なく
、
福
音
の
真
理
の
告
白
を
も
っ
て
の
み
対
峙
す
べ
き
こ
と
（
毒
　
　
　
ル
タ
ー
は
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

μ
ど

b
。謡
）
。
主
権
者
へ
の
抵
抗
（
臣
下
の
自
力
救
済
ー
農
民
の
反
乱
等
）
　
　
　
　
信
仰
義
認
の
立
場
か
ら
は
、
国
家
的
権
威
へ
の
服
従
原
理
は
不
変
で
あ

を非
キ
リ
ス
ト
教
的
、
か
つ
神
へ
の
不
服
従
と
ル
タ
ー
は
解
釈
し
た
（
≦
諺
　
　
る
。

ξ
華
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
だ
し
葎
学
的
に
は
上
位
震
の
下
位
蔑
鋳
す
る
抵
抗
は
、
正

　
農
民
たち
の
要
求
は
正
し
い
事
柄
で
は
あ
っ
た
が
、
彼
等
は
神
の
た
め
　
　
当
防
衛
、
緊
急
避
難
（
緊
急
戦
争
）
の
場
合
の
み
、
積
極
的
な
、
能
動
的

に
忍従
し
、
か
つ
待
望
す
る
こ
と
を
断
念
し
て
、
武
力
（
反
乱
）
と
い
う
　
　
　
武
力
的
抵
抗
を
承
認
し
て
い
る
と
思
惟
さ
れ
る
。

手
段
に
訴え
た
。
そ
の
結
果
正
し
い
事
柄
も
不
正
な
事
柄
と
な
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
六
　
結
　
　
語

　
そ

れ故
に
主
権
者
に
よ
り
戦
争
と
い
う
手
段
で
神
の
審
判
を
受
け
る
の
　
　
　
神
は
神
の
こ
と
ば
に
よ
る
霊
的
統
治
と
法
と
剣
に
よ
る
こ
の
世
的
統
治

は当
然
、
か
つ
正
し
い
と
い
う
こ
と
、
し
た
が
っ
て
上
位
権
威
は
下
位
権
　
　
　
に
よ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
者
、
こ
の
世
、
国
家
を
治
め
て
お
ら
れ
る
。
ま
た

威
に
対
し
て
（
つ
ま
り
諸
侯
は
貴
族
に
対
し
て
、
皇
帝
は
諸
侯
に
対
し
て
）
　
　
　
キ
リ
ス
ト
者
は
神
へ
の
信
仰
に
お
い
て
神
に
服
従
義
務
を
も
つ
と
同
時
に
、

謙虚
な
神
を
恐
れ
る
心
を
も
っ
て
勇
敢
か
つ
大
胆
に
戦
う
こ
と
、
こ
の
こ
　
　
　
神
の
愛
に
よ
っ
て
こ
の
世
、
国
家
に
服
従
す
る
義
務
を
も
つ
。

　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

と
も
愛
の
わ
ざ
で
あ
り
、
神
の
自
由
か
ら
発
出
す
る
外
的
自
由
だ
と
い
う
　
　
　
　
し
た
が
っ
て
キ
リ
ス
ト
者
は
こ
の
世
に
お
け
る
個
々
の
具
体
的
状
況
に

こ
と
を
、
ル
タ
ー
は
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
い
て
良
心
の
試
煉
に
遭
遇
し
、
国
家
的
権
威
へ
の
服
従
に
逡
巡
す
る
と

　し
か
し
主
権
者
の
戦
い
が
不
正
で
あ
り
、
か
つ
臣
下
が
そ
の
戦
い
の
不
　
　
き
は
、
神
へ
の
信
仰
に
お
い
て
神
の
こ
と
ば
に
信
頼
し
、
決
断
す
べ
き
で

正
を知
っ
て
い
る
と
き
に
は
、
使
徒
行
伝
5
・
四
の
ペ
テ
ロ
の
こ
と
ぽ
に
　
　
あ
る
と
い
う
の
が
ル
タ
ー
の
根
本
理
解
で
あ
る
。
ル
タ
ー
の
抵
抗
権
思
想



零

は
そ
の

最も
顕
著
な
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
事
例
に
も
共
通
し
て
い
る
。

　
こ

の世
の
「
正
し
さ
」
の
規
範
は
正
義
と
い
う
こ
と
ば
で
表
現
さ
れ
る
。
　
　
　
二
、
同
等
権
威
同
志
に
対
す
る
抵
抗
権
は
、
正
当
防
衛
、
緊
急
避
難
の

そ
の

古
典
的定
式
は
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
法
典
「
正
義
と
は
各
人
に
彼
の
　
　
　
場
合
の
み
、
能
動
的
、
武
力
的
抵
抗
権
を
承
認
し
て
い
る
。

権
利
を

与え
ん
と
す
る
恒
常
的
意
思
で
あ
る
」
に
遡
及
す
る
と
言
わ
れ
、
　
　
　
　
三
、
キ
リ
ス
ト
教
的
上
位
権
威
の
下
位
権
威
へ
の
抵
抗
権
は
、
正
当
防

そ
の

命題
の
核
心
は
「
各
人
に
彼
の
も
の
を
」
　
（
°
・
琵
B
。
巳
ρ
ロ
。
）
と
い
　
　
　
衛
、
緊
急
避
難
（
防
衛
戦
争
）
の
場
合
の
み
、
か
な
り
積
極
的
な
、
能
動

う
こ
と
ば
に
あ
り
、
そ
れ
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
配
分
的
正
義
の
概
念
と
　
　
　
的
、
武
力
的
抵
抗
権
を
承
認
し
て
い
る
。

し
て
受
容
し
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
（
鱒
ル
タ
亀
・
正
義
（
衡
平
）
　
し
か
し
そ
の
結
果
は
神
の
審
判
に
委
ね
ら
れ
・
国
家
的
権
威
よ
り
厳
し

（
竃
魯
・
§
矯
器
ρ
ロ
ぎ
9
げ
凶
＝
即
。
葬
。
団
け
）
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
か
ら
継
承
し
、
　
　
い
制
裁
を
加
え
ら
れ
て
も
、
忍
従
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
示
唆
し

神
の
こ
と
ば
に
照
ら
し
て
解
釈
し
、
受
容
し
て
い
る
よ
う
に
思
惟
さ
れ
る
。
　
　
て
い
る
。

　
す
な

わ
ち神
へ
の
信
仰
と
愛
に
お
け
る
平
衡
関
係
を
保
持
す
る
も
の
と
　
　
　
さ
ら
に
シ
ュ
パ
イ
エ
ル
の
第
二
回
帝
国
議
会
を
境
に
し
て
、
シ
ュ
マ
ル

し
て
、
正
義
（
衡
平
）
馨
を
そ
れ
錆
い
て
い
る
と
い
う
．
」
と
で
あ
る
。
　
。
ル
デ
。
軍
蕎
盟
以
策
鍛
あ
国
家
的
蔑
に
対
す
る
抵
抗
権
思

　し
た
が
っ
て
ル
タ
ー
の
抵
抗
権
思
想
、
戦
争
観
は
、
神
と
神
の
こ
と
ば
　
　
　
想
は
積
極
的
変
化
を
み
せ
て
い
る
と
い
う
。

を中
心
に
し
て
、
法
律
学
的
観
点
に
お
い
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
　
　
　
と
く
に
そ
の
中
心
課
題
は
皇
帝
、
教
皇
に
対
す
る
抵
抗
権
思
想
に
つ
い

惟
さ
れ
る
。
厳
密
に
は
神
学
的
法
律
学
的
解
釈
と
言
い
う
る
だ
ろ
う
。
　
　
　
　
て
で
あ
る
が
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
他
の
機
会
に
譲
り
た
い
と
思
う
。

　と
い
う
の
は
信
仰
義
認
の
立
場
か
ら
は
、
ル
タ
ー
の
抵
抗
権
思
想
に
は
　
　
　
　
ル
タ
ー
の
思
惟
は
十
六
世
紀
と
い
う
時
代
に
あ
っ
て
、
ル
タ
ー
が
現
実

国
家
的
権
威
へ
の
抵
抗
権
の
否
定
、
す
な
わ
ち
そ
れ
へ
の
服
従
義
務
以
外
　
　
　
に
遭
遇
し
、
個
々
の
具
体
的
状
況
に
お
い
て
、
神
へ
の
信
頼
を
根
拠
と
し

の図
式
は
見
出
せ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
、
神
と
神
の
こ
と
ば
に
従
い
、
キ
リ
ス
ト
に
あ
る
自
由
と
責
任
と
に
お

　
た
だ
し神
学
的
法
律
学
的
観
点
に
お
い
て
多
少
の
異
同
が
看
取
さ
れ
う
　
　
　
い
て
、
か
つ
キ
リ
ス
ト
へ
の
信
仰
と
愛
に
お
い
て
、
福
音
弁
証
法
的
に
神

る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
真
理
を
い
か
に
受
容
し
、
か
つ
実
現
す
る
か
に
あ
っ
た
と
思
惟
さ
れ
る
。

　
一
、
キ
リ
ス
ト
教
的
下
位
権
威
の
上
位
権
威
へ
の
抵
抗
権
は
否
定
さ
れ
、
　
　
　
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
に
象
徴
さ
れ
る
、
こ
の
世
に
死
し
て
神
に
生
き
る
、

服
従
義
務
を命
じ
て
い
る
。
こ
れ
が
ル
タ
ー
の
根
本
理
解
で
あ
り
、
他
の
　
　
身
体
、
肉
に
死
し
て
、
魂
、
霊
、
良
心
に
生
き
る
（
妻
跨
　
α
ロ
リ
　
ω
b
o
b
o
）
、
こ

一
二
九



コ
ニ
○

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

の

事態
こ
そ
ル
タ
ー
の
把
握
し
た
新
し
い
服
従
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
　
　
　
　
証
法
と
い
い
う
る
の
で
は
な
い
か
と
思
惟
さ
れ
る
。
　
（
『
ル
タ
ー
の
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間学
』
金
子
晴
勇
著
五
〇
一
頁
以
下
参
照
）

註

（5
）
神
権
措
定
と
は
神
の
主
権
に
よ
っ
て
措
定
さ
れ
た
と
い
う
意
味
で

（
1
）
　
団
゜
国
o
ユ
o
冨
”
O
Φ
ゲ
o
房
m
旨
（
H
雷
9
同
O
c
。
H
°
ω
゜
H
合
゜
。
h
O
α
け
氏
ロ
α
q
o
昌
　
　
　
あ
る
。

坤
『
国
く
雪
α
・
。
房
。
冨
“
。
昏
H
°
ゲ
。
巳
⑦
鐸
゜
・
°
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
即
≧
爵
5
望
・
卑
げ
節
ζ
葺
冒
い
暮
冨
H
。
・
°
。
。
°
H
罫
o
口
け
。
邑
。
げ

（2
）
白
諺
合
H
°
き
h
（
皇
帝
や
こ
の
世
の
君
主
た
ち
や
哲
学
者
や
法
　
　
　
　
お
①
α
・

　
律
顧問
た
ち
が
考
え
て
い
る
政
治
的
義
が
あ
る
。
ま
た
教
皇
の
伝
承
と
　
　
　
（
7
）
　
国
゜
ω
o
げ
ミ
o
冒
o
が
U
器
国
奉
日
σ
q
Φ
一
ざ
日
冨
o
ず
日
胃
犀
霧
り
Z
日
U
H
°

　
か
そ
の

ほ

か同
種
の
人
間
の
伝
承
が
教
え
る
儀
式
的
な
義
が
あ
る
。
…
）
　
　
　
ω
゜
H
。
。
O
O
α
窪
口
α
Q
。
戸

（3
）
　
妻
跨
ら
H
°
合
h
H
口
o
筥
ω
8
ド
日
ω
゜
勺
碧
罵
p
匹
O
巴
簿
①
m
　
　
　
（
8
）
　
ぐ
『
跨
き
目
b
◎
。
h
．
ζ
㊦
豆
゜
。
8
冨
日
ω
゜
団
窪
自
餌
臨
O
巴
簿
①
゜
。
8
日
－

　8
ヨ
ヨ
Φ
三
9
。
ユ
ロ
゜
・
賃
㌍
器
o
鼠
o
ロ
o
U
．
］
≦
母
ユ
三
U
口
穿
o
ユ
8
一
冨
o
言
ω
’
　
　
　
日
0
9
胃
凶
窃
貫
津
鋤
o
o
諏
o
口
o
U
」
≦
胃
寓
巳
ピ
葺
げ
o
ユ
8
目
o
o
け
房
゜

　
（
嶺
Q
σ
H
）
嵩
。
。
9
H
O
目
I
H
㊤
置
゜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
嵩
ω
H
）
H
α
ω
㎝
゜
H
㊤
巨
占
O
置
゜

　
（
世
界
の
名
箸
1
8
ル
タ
ー
中
央
公
論
社
徳
善
義
和
訳
（
抄
訳
）
四
六
五
頁
　
　
　
　
（
世
界
の
名
薯
1
8
ル
タ
ー
、
邦
訳
五
一
五
頁
以
下
）

　
以下
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
ル
タ
ー
の
人
間
学
』
創
丈
社
、
金
子
晴
勇
著
五
〇
〇
頁
以
下
）
。

（4
）
　
ル
タ
ー
に
お
け
る
信
仰
と
愛
は
区
別
さ
れ
る
と
同
時
に
統
一
的
に
　
　
　
（
9
）
　
ル
タ
ー
著
作
集
第
一
集
5
聖
丈
社
、
徳
善
義
和
訳
（
解
説
）
＝
二

　
理解
さ
れ
て
い
る
。
愛
は
律
法
の
領
域
に
、
市
民
的
用
法
に
限
定
さ
れ
　
　
　
　
三
頁
以
下
、

　
て

いる
。
愛
と
信
仰
は
区
別
さ
れ
て
い
る
が
、
愛
の
領
域
は
、
信
仰
の
　
　
　
（
1
0
）
零
跨
H
H
』
ミ

　
領
域

（良
心
）
に
お
い
て
、
信
仰
者
の
存
在
と
当
為
の
全
体
と
関
連
し
　
　
　
（
1
1
）
宅
臣
H
O
』
ω
ω

　
て

いる
。
し
た
が
っ
て
律
法
と
福
音
の
区
別
と
統
一
の
弁
証
法
は
信
仰
　
　
　
（
1
2
）
宅
跨
H
O
°
①
ω
H
捗

　と
愛
の
区
別
と
統
一
の
弁
証
法
を
形
成
し
て
い
る
。
ル
タ
ー
に
お
い
て
　
　
　
（
1
3
）
　
ρ
即
8
け
．
N
ロ
ヨ
＜
o
跨
弩
言
♂
く
o
旨
Z
鉾
賃
旨
⑦
。
げ
け
ロ
捧
自
O
。
ω
。
ギ

　
は
「

信
仰と
愛
」
　
「
律
法
と
福
音
」
の
区
別
を
統
一
す
る
「
信
仰
の
み
」
　
　
　
団
畠
8
ぴ
9
竃
費
菖
口
い
耳
げ
霞
゜
ω
゜
ド
b
。
ド
゜
言
”
冥
窪
o
N
o
剛
け
ω
魯
同
詳
h
貯

　
「福
音
の
み
」
で
あ
る
。
そ
の
意
昧
に
お
い
て
信
仰
弁
証
法
、
福
音
弁
　
　
　
昌
ω
結
日
鉾
団
ω
。
げ
o
目
げ
o
巳
o
σ
q
団
o
°
躰
切
山
゜
缶
亀
二
゜
同
り
の
b
。
．

’



（1
4
）
　
即
諺
犀
ゲ
碧
。
。
り
o
℃
・
9
f
ω
・
H
b
。
Q
。
°
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
害
に
対
し
て
力
を
も
っ
て
防
衛
し
う
る
権
利
を
い
う
。

（1
5
）
　
”
≧
臣
9
窃
博
o
や
9
£
団
窪
山
゜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
正
当
防
衛
か
緊
急
避
難
か
等
を
判
断
す
る
詳
細
な
要
件
、
最
終
的
決
定

（1
6
）
　
℃
・
b
写
訂
島
”
o
や
9
f
G
o
・
H
。
。
野
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
権
は
裁
判
機
関
が
も
っ
て
い
る
。
　
（
新
訂
法
学
辞
典
、
末
川
博
編
、
日

（1
7
）
　
潤
≧
爵
缶
ロ
。
。
も
や
9
8
ψ
H
。
。
ρ
ρ
h
諺
℃
σ
q
g
b
。
O
（
人
間
に
従
う
　
　
　
　
本
評
論
新
社
参
照
）

　
よ
り
は
、
神
に
従
う
べ
き
で
あ
る
。
）
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）
　
勺
゜
≧
臣
碧
ω
”
o
や
。
置
ω
・
H
腿
b
。
・

（1
8
）
　
零
諺
H
㊤
゜
①
盟
（
止
む
を
え
ず
と
は
、
敵
が
隣
人
を
攻
撃
し
、
し
　
　
　
（
2
3
）
　
剛
゜
≧
匪
碧
ω
”
o
や
。
ぎ
b
。
H
b
。
A
・

　
か
け
て
き
た
と
き
、
裁
判
、
審
問
、
，
条
約
を
申
し
出
て
も
、
あ
ら
ゆ
る
　
　
　
（
2
4
）
　
即
≧
け
冨
房
”
。
唱
・
鼻
‘
ω
・
H
ω
恥
・

悪
口
や
悪
計
を
忍
ん
で
も
、
お
だ
や
か
に
身
を
持
し
て
い
て
も
、
何
の
　
　
（
2
5
）
同
ゆ
讐
旨
。
が
O
。
冨
。
ぼ
団
σ
q
犀
。
一
戸
ψ
b
。
O
N
碕
帥
。
ゲ
6
お

役
に
も
た
た
ず
、
か
え
っ
て
頭
を
突
き
た
て
て
一
直
線
に
向
か
っ
て
こ
　
　
　
　
（
『
正
義
』
三
一
書
店
、
酒
枝
義
旗
訳
、
三
三
頁
以
下
）

　
よ
う
と
す
る
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
哲
学
』
雑
紙
所
収
、
昭
和
五
六
年
「
正
義
論
議
ス
ケ
ッ
チ
」
長
尾
龍
一

（1
9
）
　
≦
諺
H
ρ
①
G
η
H
（
神
を
恐
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
が
正
当
な
理
　
　
　
　
著
、
八
八
頁
以
下
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

由
を
頼
み
と
せ
ず
、
た
と
え
一
本
の
葦
笛
の
よ
う
な
最
も
小
さ
い
事
が
　
　
　
（
2
6
）
　
国
。
妻
⑦
団
ヨ
曽
が
竃
胃
菖
ロ
い
ロ
臣
臼
“
○
ぴ
臨
α
Q
冨
登
Ω
①
げ
o
誘
p
日
§
傷

ら
に
お
い
て
も
細
心
、
真
剣
、
賢
明
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
）
　
　
　
　
　
　
　
妻
筐
o
窃
富
巳
λ
H
㊤
①
b
。
）
U
胃
旨
゜
。
冨
島
゜
H
㊤
謁
゜
貯
“
ピ
暮
げ
霞
ロ
巳
集
o

（2
0
）
　
正
当
防
衛
（
Z
o
暑
o
冨
）
と
は
、
自
己
ま
た
は
他
人
に
対
す
る
急
迫
　
　
　
O
冨
団
σ
Q
犀
。
搾

　
・
不
正
の
侵
害
に
対
し
て
こ
れ
を
排
除
す
る
た
め
に
や
む
を
得
ず
、
必

要
な
方
法
を
も
っ
て
す
る
防
衛
行
為
を
い
う
。
違
法
阻
却
原
因
の
一
と
　
　
　
　
　
　
　
　
・

し
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
我
が
国
の
刑
法
で
は
、
緊
急
防
衛
と
同
義
に

解
釈
さ
れ
、
法
が
例
外
的
に
認
め
た
自
力
救
済
を
い
う
。

（2
1
）
　
緊
急
避
難
（
冨
9
ω
鼠
巳
）
と
は
、
刑
法
で
は
急
迫
な
危
難
を
避
け

る
た
め
、
や
む
こ
と
を
得
ず
に
な
す
侵
害
行
為
を
い
う
。

国
際
法
で
は
、
国
家
が
外
国
の
違
法
行
為
に
基
づ
か
な
い
急
迫
し
た
危

＝
一
二


